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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって，JIS Q 17021-2:2014 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS Q 17021 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS Q 17021-1 第 1 部：要求事項 

JIS Q 17021-2 第 2 部：環境マネジメントシステムの審査及び認証に関する力量要求事項 

JIS Q 17021-3 第 3 部：品質マネジメントシステムの審査及び認証に関する力量要求事項 
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Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and 

certification of management systems-Part 2: Competence requirements for 

auditing and certification of environmental management systems 

 

序文 

この規格は，2016 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 17021-2 を基に，技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本工業規格である。 

この規格は，JIS Q 17021-1 を補足するものである。特に，JIS Q 17021-1:2015 の附属書 A に規定された，

認証プロセスに関与する要員の力量に関する要求事項を明確化する。 

認証機関は，必要とされる力量をもつと実証した審査員だけが環境マネジメントシステム（以下，EMS

という。）審査を実施することを確実にする責任を，依頼者及び被認証組織の顧客を含む利害関係者に対し

て負っている。全ての EMS 審査員は，JIS Q 17021-1 に規定された一般的な力量に加え，この規格に規定

する EMS に固有の知識をもつことが望ましい。 

認証機関は，個々の EMS 審査の審査範囲に対して必要とされる，個別の審査チームの力量を特定する

ことが必要となる。EMS 審査チームの選定は，EMS における専門分野，組織の状況，組織の環境側面及

びそれらが存在するサイトなどの，様々な要因に依存する。 

この規格は，審査員以外の認証活動に関与する要員に対する力量要求事項も規定している。 

 

1 適用範囲 

この規格は，環境マネジメントシステム（EMS）の審査及び認証プロセスに関与する要員に関する追加

の力量要求事項を規定し，JIS Q 17021-1 の要求事項を補足する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC 17021-2:2016，Conformity assessment－Requirements for bodies providing audit and 

certification of management systems － Part 2: Competence requirements for auditing and 

certification of environmental management systems（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 


